
現在、ワシントン大学ロースクールで比較法学や法理論を担当されているブライアン・タ
マナハ教授は、1990年にミクロネシアの憲法改正議会に法律専門家として参画し、憲法改
正作業に従事された。そのときの経験をも踏まえて、1990年代のミクロネシア法における
西洋法の継受に関する研究を出発点として、＜法と社会＞にかかわる研究＝法社会学、法
理論に関する研究をすすめ、多くの研究成果を公表されている。 
 本セミナーでは、教授の＜法と社会＞研究の主要なテーマのひとつたる「多元的法体
制」（法多元主義：Legal Pluralism）に焦点を合わせて、これまでに発表された代表的な
多元的法体制批判に関わるいくつかの論文（たとえば、”The Folly of the Social 
Scientific Concept of Legal Pluralism”,1993）を手がかりとして、法人類学および法
社会学、法理論の視点からから検討する。 
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